
平成２９年１０月 

帳票による振込をご利用のお客さまへ 

振込用紙と受付時限変更のお知らせ 
 

平成２９年１１月６日（月）より、 

振込の取扱方法が変わります。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※単票式振込とは、振込依頼書を利用して１件ごとにお振込を受付させて頂くものです。 
連記式・登録式振込とは、複数の振込を１枚の振込依頼書に記入してお振込を受付させて頂くものです。 
なお、登録式振込は、事前にお届けされたお客さま専用の振込依頼書用紙です。 

 

１．振込用紙の変更について（当金庫制定帳票） 

振込依頼書を従来の用紙から変更し、新しい専用用紙に変更いたします。 

あらかじめ新しい振込依頼書が必要な方は窓口にご用命ください。 

 

２．振込の受付時限等について 

店頭窓口にて、当日振込をされる場合は、９時から１４時００分までの受付となります。 

時間直前の受付分については、当日振込ができない場合がありますので、あらかじめご了承くだ

さい。なお、１４時００分以降に受付した振込は、基本的に翌営業日の振込となります。 

 

 

 

 

なお、ＡＴＭやインターネットバンキングによるお振込については変更がございません。 

 

変更点 

当金庫制定の振込 
用紙が変わります 
（単票式・連記式・登録式） 

振込の受付時限などの 
お取扱いが変わります 

お客さまには、振込用紙の変更ならびに受付時限などの取扱変更に関しまして、 

大変ご不便をおかけいたしますが、何卒、ご理解を賜りますようお願い申しあげます。 

上記の受付時限につきましては、店舗により異なる場合が 
ございます。詳しくはお取引店にご確認ください。   


